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発　行：飯能市社会福祉協議会/ふくしの森ステーションはらいちば（原市場福祉センター内）
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メ ー ル ： s t a t i o n - h a r a i c h i b a @ h a n n o s y a k y o . o r . j p 　 担 当 C S W ： 梅 木 、 小 林

セブン-イレブン日高下川崎店と社協の移動販売
［重要］５月からの立寄り先追加に伴い、立寄り時間、名称が変更になりました
詳細につきましては「ふくしの森ステーションはらいちば・までご連絡ください

※：赤沢地区、南地区：実施場所の詳細はお問い合わせください　／　★：新規立寄り先

ふくしの森ステーションはらいちばだよりの回覧にご協力いただきありがとうございます

原市場ささえあい懇談会が開催されました！

身の回りの生活の困りごとを住民同士で支援する「ささえあ
い活動」の立ち上げに向け、５月３１日（土）に原市場地区
社会福祉協議会（以下：地区社協）主催の「原市場ささえあ
い懇談会」が開催されました。当日の様子は地区社協広報紙
「ねんりん」で紹介予定です！ご参加いただきありがとうご
ざいました。（※写真：グループワークの記録）



ご存じですか！？

ふくしの森ステーションで

「車いす」が借りられます！

下記①～③のいずれかに該当する方

① 飯能市に在住・在勤・在学で、一時的に
　  車いすを必要とする方。
② 飯能市内に活動拠点を有し、活動の実施上
　  一時的に車いすが必要な機関、団体等。
③ その他、飯能市社会福祉協議会会長が特に
　  必要と認める方。

※下記に該当の場合は貸出対象外となります
●施設・病院へ入所、入院中の場合。
（一時帰宅時に自宅等で使用する場合を除く）
●介護保険及びその他の福祉制度により、
　 車いすの貸与、給付を受けられる場合。 
●営業目的に車いすを使用する場合。

２．ご利用手続き

ご利用開始までの流れについて

①事前にふくしの森ステーションにご連絡ください。
※利用目的や貸出期間などを確認させていただき
 　ます。
②貸出日当日に「貸出申請書」の提出をお願いしま
 　す。
●貸出料金：無料　　●貸出期間 : ２ヶ月まで

※その他
●申請手続きはご家族、支援者の方でも可能です。
●貸出しは「ふくしの森ステーション」の開所日時
　 （火～金）に限ります。
●当日貸出しは行っておりません。
●貸出期間内での貸出し延長もご相談いただけま
 　す。
●社協本部（総合福祉センター）での貸出しも行っ
　 ていますので、どうぞご利用ください。

車いすの貸出しはふくしの森ステーションまでお気軽にご相談ください
開所日時：火曜日～金曜日（祝日を除く）午前9時15分～午後4時15分

ステーション 対象圏域 担当 電話 設置場所

かじ
加治　　　　　

加治東
数野　　　　　
久米

070-7792-2423 加治東地区行政センター

みすぎだい 美杉台　　　　
南高麗

松本 070-7792-2426 美杉台地区行政センター

みなみこま 原口 070-7792-2431 南高麗福祉センター

あがの 吾野　　　　　
東吾野

榎戸 070-7792-2433 吾野地区行政センター

ひがしあがの 亀崎 070-7792-2436 東吾野地区行政センター

はらいちば 原市場　　　　　
名栗

梅木 070-7792-2440 原市場福祉センター

なぐり 小林 070-7792-2446 保健センター名栗分室

社協本部（総合福祉センター内）　042-973-0022

１．対象となる方

社協では傷害・疾病などにより、一時的に
車いすの利用が必要な方を対象に、車いす
の貸出し（事前予約制）を行っております

問い合わせ


